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久 御 山 町 農 業 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和７年１１月５日（水）午後１時２５分

２．開催場所 久御山町役場 議会棟４階 特別会議室

３．出席委員 １番 村 田 和 弘

３番 藤 本 直 樹

４番 上 田 幸 子

５番 岡 井 文 彦

６番 田 中 壽 嗣

７番 内 田 裕 夫

８番 石 塚 加 津 美

９番 西 村 九 三 男

１０番 西 村 和 樹

１１番 野 英 紀

１２番 松 本 博

１３番 森 一 博

１４番 加 瀬 千 代

１５番 寺 内 一 郎

１６番 戸 田 治 巳

１７番 内 田 孝 司

１８番 村 田 良 文

１９番 口 敏 昭

２０番 林 吉 一

４．欠席委員 ２番 山 口 吉 広
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５．会議録署名委員 １１番 野 英 紀

１４番 加 瀬 千 代

６．委員会に職務のため出席した者の職氏名

農業委員会事務局局長 阪 田 智 子

農業委員会事務局次長 田 口 雄 基

農業委員会事務局 髙 橋 華 寿 紀

農業委員会事務局 三 宅 七 聖

７．委員会に説明員として出席した者の職氏名

都市整備部新市街地整備課長 三 上 真 史 

都市整備部新市街地整備課長補佐 福 田 幹 夫

株式会社大林組 黒岩氏、田中氏、山内氏

８．議 事

議案第１号 久御山町新市街地（みなくるタウン）

第１期土地区画整理事業に関する意見について

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可）

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による（一時転用）

許可申請に対する意見について

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見について（５条許可）

議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

（納税猶予（入口））

議案第６号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定）

議案第７号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（所有権移転）

報告第１号 農地形状変更事業について（農地形状変更事業）

報告第２号 農地法第１８条第６項による賃貸借合意解約の

通知について（賃貸借合意解約）

９．会議の経過
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（事務局長）

（会長）

それでは、令和７年第１１回久御山町農業委員会定例総会

を始めさせていただきます。携帯電話をお持ちの方は、電源

をお切りになるかマナーモードにするなど、音が出ないよう

ご配慮をお願いいたします。

本日は、山口委員より欠席届をいただいておりますのでご

報告させていただきます。本日の出席委員は、農業委員が１

４名中１３名、農地利用最適化推進委員が６名中６名で、定

足数に達しておりますので、総会は成立しております。

また、さる１０月２７日に実施しました現地調査及び地域

計画に支障がないかを確認いただいた委員名を報告させてい

ただきます。

６番 田中会長

９番 西村九三男委員

１１番 野委員

１５番 寺内委員

事務局２名により実施しております。

それでは、開催にあたりまして田中会長よりごあいさつを

お願いいたします。

会長あいさつ

本日の議案は、

議案第１号 久御山町新市街地（みなくるタウン）第１期土

地区画整理事業に関する意見について

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可） ３件

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による（一時転用）

許可申請に対する意見について

（４条一時転用許可） １件

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

対する意見について（５条許可） １件
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（会長）

（会長）

（事務局）

議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願につい

て（納税猶予（入口）） １件

議案第６号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定） ６件

議案第７号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（所有権移転） １件

報告第１号 農地形状変更事業について（農地形状変更事業）

１件

報告第２号 農地法第１８条第６項による賃貸借合意解約の

通知について（賃貸借合意解約） １件

それでは、議事に入る前に本日の議事録署名委員を指名い

たします。１１番の 野委員、１４番の加瀬委員、両名の方

どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、これから審議をしていただく議案第１号につき

ましては、●●委員に関する案件でありますので、久御山町

農業委員会会議規則第２０条に基づき、当該事案の審議開始

から終了まで退席をよろしくお願いをいたします。

（●●委員 午後１時３１分 退席）

それでは、議案第１号に入ります。議案第１号久御山町新

市街地（みなくるタウン）第１期土地区画整理事業に関する

意見についてを議題といたします。まず、事務局より説明を

願います。

議案第１号につきましては、議案書１ページをご覧くださ

い。内容につきましては、別冊の資料Ａをご覧ください。こ

ちらの別冊資料につきましては、前日配布となりましたこと

を深くお詫び申し上げます。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真１ペ

ージと２ページをご覧ください。
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（事務局）

（申請者事務

局）

それでは、内容につきましては、久御山町新市街地（みな

くるタウン）第１期土地区画整理組合設立認可申請者の事務

局より説明をいただきたいと思います。それでは、よろしく

お願いいたします。

それでは、ただ今、ご紹介にあずかりました本区画整理事

業の準備組合の事務局を務めております大林組の黒岩と申し

ます。よろしくお願いいたします。

同じく大林組の田中と申します。よろしくお願いいたしま

す。

同じく大林組の山内と申します。よろしくお願いいたしま

す。

それでは、手元にございます資料Ａの事業計画書の案につ

きまして、説明は私、黒岩からさせていただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

今、資料Ａとして、「事業計画書（案）」というものと、

細かくて恐縮なんですけれども、「久御山町新市街地（みな

くるタウン）第１期土地区画整理事業予定スケジュール」と

いうＡ４が１枚と、参考資料としてＡ３の二つ折りの「京都

府久御山町『みなくるタウン』の整備について」というパン

フレットの３つがあるかと思うんですけども、よろしいでし

ょうか。今日はこちらの３つの資料を用いりながらご説明の

ほうをさせていただければと思います。

説明のメインになるのが、こちらの「事業計画書（案）」

になるんですけれども、こちらのほうはページが多岐に渡り

ますので、部分部分を掻い摘まみながら、簡易にご説明させ

ていただければと思います。

さっそくめくっていただきまして、まずは１ページ目のほ

うですね、下のほうにページ数がふってございます。１ペー

ジ目のほうが、第１が土地区画整理事業の名称等とございま

して、（１）は本事業の名称になります。名称は、久御山町
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（申請者事務

局）

新市街地（みなくるタウン）第１期土地区画整理事業。（２）

施工者の名称といたしましては、久御山町新市街地（みなく

るタウン）第１期土地区画整理組合という名称を予定してお

ります。

第２が施行地区なんですけども、こちらが（１）施行地区

の位置につきましては、掻い摘まんでご説明いたしますと、

本地区は京滋バイパス久御山ジャンクションから南東約０．

９キロメートル、第二京阪道路久御山南インターチェンジか

ら北東約１．６キロメートルに位置し、北側の府道八幡宇治

線、東側の国道２４号線、西側の第二京阪道路に近接する東

西約０．４キロメートル、南北約０．３キロメートル、面積

約１０．４ヘクタールの区域としております。こちらも文章

だけだとイメージしづらいかと思うんですけども、（２）に

施行地区位置図というふうに書かせていただいておりまし

て、別添施行地区位置図のとおりとさせていただいておりま

す。こちらがページ数をふってなくて申し訳ないんですけど

も、事業計画書の後ろですね、１０ページ目の後ろにこうい

った広域図をつけさせていただいておりまして。非常に字が

小さいかもわからないんですけども、久御山ジャンクション

の南東側に赤い線で長方形が書いてあると思うんですけど

も、こちらが区画整理の施行区域を予定している約１０．４

ヘクタールの区域になります。こちらが今回の開発構想区域

でございます。もう少し広い大きい図面で確認するとなると、

こちらのパンフレットのほうですね、このパンフレットのほ

うを開いていただくと、この赤枠の区域を拡大したものがつ

いておりまして、この赤枠の区域というのが今回、この図面

にあります産業立地促進ゾーンの第１期整備地区というとこ

ろになります。

後ろのほうに、クリップ留めで１番最後のページにですね、

こういう形でついてるかと思います、始めのページは。これ

がＡ３の資料になってまして、これを開けていただきますと、

内側にですね、地図が載ってます。こちらの濃い青で塗って

いる産業立地促進ゾーン第１期整理地区というところが、今

回の区画整理事業の対象区域になっておりまして、これから
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（申請者事務

局）

（●●委員）

（申請者事務

局）

ご説明させていただくのは、こちらの第１期整備地区でどの

ようなまちづくりを行っていくかについての概要を説明させ

ていただきます。

それが事業計画書のほう、何度も戻っていただいて申し訳

ないんですけども、１ページ目の第３設計の概要というとこ

ろ、１ページ目から３ページ目までですね。こちらが設計の

概要ということで、現状はこの土地がどうなっているか、そ

してこれに対してどんな公共施設整備がなされていくのかと

いうのを文章で記載しているんですけども、この文章ではな

かなかイメージがつかみづらいかと思いますので、後ろのほ

うに図面をつけております。何度も行き来させてしまって申

し訳ないんですけども、後ろの別添図に、こういう設計図の

ようなものがついておりまして、左側にみなくるタウン第１

期土地区画整理事業設計図と書いてあるものですね。同じよ

うな図面の並んで非常に見づらいかと思うんですけども。

３Ｄかなんかで、わかりやすくできないの。

検討させていただきます。今回の説明は平面で。現状の土

地利用の状況は青い線で書かせていただいておりまして、そ

れに対して計画する公共施設を着色して印した図面になって

おります。整備する公共施設としては、一番大きいものが黄

土色で着色しております。みなくる１号線、みなくる２号線

という道路がありまして、これが７メーターほどの道路を１

４メーターに拡幅して整備する都市計画道路になります。ま

ずこれが１つ目の道路です。もう１つが、次は赤い色、朱色

に近い色で塗っているのが、区画道路１号線という９０度に

折れ曲がっている道路ですね。こちらの区画道路を整備いた

します。もう１つが、赤い事業区域ライン右下のところに、

これも文字が小さいんですけど、調整池３４８４平米と書か

せていただいておりますが、これが解放式の調整池になりま

す。これまで降った雨水というのが、ここは従前農地でした

ので、農地にしみ込んでいた雨水なんですけども、今回、こ

ちらの開発をすることによって、この事業区域は物流施設や
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（申請者事務

局）

工場が立地する宅地になりますので、雨がしみ込まなくなる

ことから、この降った雨をですね、自由勾配側溝や雨水管で

この調整池に一旦集めて、一気に流れないように流出抑制を

図りながら、少しずつ都市下水道に流していくような感じで、

雨水をコントロールしていくような、そんな計画としており

ます。

こちらが主な施設の計画概要でして、こちらの計画の総事

業費がどれだけかっていうのを示したものが、事業計画書の

９ページですね。こちらが本事業の総事業費になりまして、

総事業費といたしましては、一番下の合計欄に記載させてい

ただいております、約７４億円の事業費になります。この７

４億円のうち、事業費の多くの割合を占めるのが、今ご説明

させていただきました公共施設の整備に関わるものです。特

にこの公共施設の築造費に関わるところ、道路、調整池、公

園等の整備費が約３１億円、半分弱を占めているような、そ

ういった計画になります。

事業計画の内容は以上になりまして、こちらの区画整備事

業がどのようなスケジュール間で進んでいるかというものを

お示ししたものが、こちらのＡ４縦の予定スケジュールにな

ります。これもクリップ留めさせていただいていたもので、

１枚ものでつけております。こちらのスケジュールですが、

現在は令和７年度の１１月でして、今、まさに行っているの

が、地権者の皆さまから本同意を取得する動きをしておりま

す。この本同意を取得するのが年内いっぱいの動きになりま

して、首尾良く区画整理法上で規定する３分の２以上の同意

が得られましたら、年明けより認可申請という段階に入りま

して、京都府さんに事業認可の申請を行います。事業認可の

申請を行って、法令の手続きを得て、来年度の５月６月頃に、

区画整理組合の設立を予定しております。区画整理組合の設

立がなされたあとに、ここからいくつかこのスケジュール表

に欄を設けているんですけれども、事業計画検討の設計等と

いう欄をご覧いただきまして、こちらの組合が設立されたあ

とに、実施設計や換地設計といった設計作業を進めていきま

して、令和８年度の末にですね、赤い色で仮換地指定と書か
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（申請者事務

局）

（●●委員）

（●委員）

（申請者事務

局）

せていただいているんですけども、仮換地指定という手続き

をもって、土木工事に着工する予定にしております。土木工

事の着工に際しては、現状、当該地が農地ですので、この段

で農地転用にかけるような、そんな動きを想定しております。

今、土木工事の工期が造成工事というところに線を引っ張

っているんですけども、土木工事の工期は約３年、２０２７

年度から２０２９年度までを予定しております。土木工事が

完了するのが２０２９年度末までなんですけども、２０３０

年度と２０３１年度は完成した公共施設に基づく適格な測量

を行っていったりですとか、事業完了に向けて、今度は完了

に対しても京都府さんに組合の解散申請などが必要になりま

すので、そういった事業完了手続きに約２年を想定しており

まして、２０３１年度の事業完了を予定しております。

以上、駆け足になりましたが、内容は以上でございます。

なんか、よくわからんわ。

ちょっと聞きたいねんけども、今まで何をしてはってん、

これ。今まで５年ほど前からこれ計画あったけど、実行なん

のまだ先やろ、５年先くらい。１０年ほどかかって実行する

のか。計画からそんなん、長すぎるんちがうか。もっとてき

ぱきとやれへんのか、これ。

そうですね、そういったお声を地権者の皆さまからもいた

だいていたんですけども、時間がかかっていたことは非常に

私自身も理解してまして、これまで何をしていたかというと、

先ほど雨水排水の話などをさせていただいたんですけども、

ここが調整池の容量を決めるに際して、巨椋池土地改良区だ

とか久御山町さんの管理者などとかなり設計の協議に時間を

かけていた経緯がございまして、その設計のやり直しなどを

経ていて、当初のスケジュールより２年ないし３年遅れてい

るという実状はございます。主にその設計作業に時間をかけ

ておりました。
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（●委員）

（新市街地整

備課）

（●委員）

（申請者事務

局）

いやあのね、道、今、ちょっと小さいのついてますやん。

あれ大林組のところ通ってるんちゃうの。あのへんはどうな

った、●●●が反対しているとかしてないとかいうて、問題

になっとったやんか。そんな中で大林組さんが一生懸命こう

やって説明してくれはるけど、もうちょっと協力して早く進

めてほしい。

すみません、失礼します。区域のみなくるタウンのですね、

西側に大林さんの機材センター等あります。一応ですね、こ

ちらのほうであったりとか、都市計画道路に関しましては、

区画整備事業と一体で整理するところと、それ以外の町で単

独で用地買収に入るところがありますので、そういったとこ

ろを単独で用地買収に入っているところに関しましては、鋭

意に交渉を続けていくというところでございます。大林さん

がこの区域のですね、業務代行予定者ということで、組合施

行ということで地権者の方々でですね、組合を作ってこの事

業を進めていくんですけれども、いかんせん専門的な知識が

いる事業ですので、それを代行するということで、大林組が

選定されて進めているというところであるんですけれども、

先ほど事業にも時間がかかったというところで、調整池の設

計変更であったりですね、それ以外にも近年の建設コストの

増大であったりですね、そういったところで事業費自体が大

きく膨れあがってしまった、という不遇がございますので、

そういったところでですね、地権者様からですね、もっと事

業費を下げれないのか、というような要望等もございました

ので、そういったところに長く時間をかけて取り組んできた

という部分もございます。

これから先、高市政権になってきたら、まだまだ物価高が

あがってくるで。これ５年も６年もかけたらまだその分あが

るんちゃうか。そのへんはどう見てはる。

ご指摘のとおりで、事業が長期化すればするほど事業費が

増大するリスクがあるというのは認識しております。ですの
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（申請者事務

局）

（●委員）

（会長）

（会長）

で、今回、事業認可されましたら、弊社として後戻りもでき

ないので、より一層事業のスピードアップを目指して、今回

ご説明させていただきました、２０２９年度末の土木工事完

成というのは遅らせることのないように、より準備組合一丸

となって進めていく次第でございます。

できるだけ早くてきぱきと仕事をやっていただいて、完成

早くやってください。

もう質疑応答に入っているようですけども、そのほか、今、

●委員のほうからご意見がありましたが、そのほか委員の皆

さまからご意見ご質問等あれば、頂戴をいたしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。他はどうです。ちょっとまだ１回

の説明では理解しにくいとかもあるかと思うんですけども、

今の段階で何かご意見ございませんですか。よろしいですか。

ただ今、●委員からできるだけ早く施行しろというような意

見がございましたけど、よろしゅうございますか。よろしい

ですか。そのほか、質問もないようです。新市街地のほうも

よろしいですか、説明のほうは。事務局もよろしいですか、

そのほかございませんか。

そのほか、農業委員会から意見もないようでございますの

で、これから採決を採りたいと思いますので、恐れいります

けれども、説明員の方、ご退席のほうよろしくお願いをいた

します。

（説明者 午後１時５５分 退席）

それでは、ただ今、議案第１号の説明と皆さん方からご意

見を頂戴しましたが、そのほか何も質問がないようでござい

ますので、ここで久御山町農業委員会として、「意見なし」

とするかどうかについての、まず採決を採りたいと思います

が、よろしゅうございますか。

はい、●委員。
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（●委員）

（会長）

（事務局）

（●委員）

（会長）

意見をするかしないかの採決じゃなくて、意見をどうする

か。

いや、採決を「意見なし」とするかどうかです。まず、採

決を採るのは。

それでは、よろしゅうございますか。とりあえず、意見な

しということで、皆さん方からの採決を頂戴いたしたいと思

いますが、「意見なし」ということに賛成の方の挙手をお願

いいたします。いかがでしょう。

皆さん方から賛同を得ることができませんので、議案第１

号についてはですね、意見なしとするようなことの回答がで

きないというような状況で。

そうしましたらですね、農業委員会としてどういうふうな

意見を述べていくか、というふうなお話になっていくかと思

いますので、先ほどの説明の対しまして、委員の皆さまから

ですね、こういうふうな意見にしたらどうやというようなご

提案がありましたら、ご発言をお願いしたいと思うんですが。

地権者ともう少し話して、それが通るんやったら農業委員

会として文句は言えない。地権者が全員賛成しはるんやった

ら、それでいいと思う。これ、今の説明やとわからへん。私

ら、地権者じゃないから、今まで説明受けてへんねんから。

今の説明だけやったらなんやわかってへん、みんな。特に御

牧の方やったら、全くわからへんと思うで、これ、意味が。

初めて聞いた話みたいに聞こえる。私らはちょっと前から、

５年程前から聞いてるから、そこそこわかってくるけど。そ

れに意見なしというのはおかしい。絶対何か、いっそ意見な

しでもわからへんから。

意見あるかないかがわからへん、そういうことですね。意

見のしようがないということで。それではですね、一応、今、

採決を採るわけでございますけども、とりあえず議案第１号

については、意見なしと回答することには、今のところはで
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（会長）

（事務局）

（●●委員）

（●委員）

（事務局）

きないというような状況になっておりますが、それでよろし

ゅうございますか。事務局どうや、それでいいか。

今回、意見を求められている内容といたしましては、この

ような土地区画整理事業を実施することによりまして、周り

の農地等にどのような影響があるか、そういうことに関して

農業委員会として意見を求められるというものでございま

す。ですので、今回、この区画整備事業をされることによっ

て、周りの農地が迷惑を被るんじゃないかとか、そういうふ

うな迷惑を被らないようにこの事業をやってくださいとか、

そういうふうな意見が求められておるのかなと思います。

するにしてもね、もうちょっとちゃんと言わんと。僕、途

中で口出したけど。わからへんもん、そんなん。

説明だけではわからへんと思うで、絶対に。今みたいな形

で地権者さんが土地としての問題あるかないかっていうんや

ったら、地権者さんに言わなしゃあない。それだけのことや。

今回求められているのは、この中の地権者さんがどうこう

というよりかはですね、中の地権者さんは賛成されておりま

すので、この周りの農地として残る部分に影響があるんかど

うか、そのへんのご判断をいただきたいというところではご

ざいますけれども、実際のところですね、この第１期の周り

の第２期になるところなんですけれども、この第１期も第２

期もだいたい同じ時分に工事を着工するというふうに聞いて

おります。具体的に先ほどのスケジュールに書いてあったか

はわかりませんけれども、令和８年の１２月頃には営農をス

トップする、１期も２期も農業をしないようにするというよ

うな形で聞いております。事務局といたしましては、１期と

２期を同じ時期に施行されるのであれば、大きな問題はない

のかなと思ってはおりますので、例えば、事務局の案ではご

ざいますけれども、この第１期土地区画整理事業に関しまし

ては、周辺の農地に支障がないように進めてください、とい
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（事務局）

（会長）

（●委員）

（●●委員）

（会長）

（●●委員）

うような意見を出したらどうかなというふうに思うんですけ

ども、いかがでしょうか。

ただ今、事務局のほうから補足の説明がございましたけど

も、意見を求めているのはそういうことのようでございます

ので、区画整理事業の内容うんぬんじゃなしにですね、農業

委員会としては周囲の農地への影響の問題、これが重要視す

るべきだというふうに理解するわけでございますが、今、事

務局から補足の説明がございましたが、これに対して何か皆

さん方からご意見あれば頂戴をいたしたいと思いますが、い

かがでしょうか。

田口くんの言う意見には賛成するけど。

ちょっといいですか。

はい。

今、２期の話されましたけど、２期の話って我々は聞いて

ないんですけども、そのへんはどうなんですか。というのは、

この区域だけ、道路かなり拡幅される形になっているんです

けども、ここに入ってくる道路いうのが狭い感じがするので、

これすごい工事車両が入ってくるんやろ。周りの農地とかに

影響あるんかなとか。

それと、排水問題ですけど、はっきり言って全然わからな

いです、このへんの排水がね。そのへんが、巨椋池とか、町

がされてるんでしょうけど、これ農業排水には水流れないん

ですか。流れへんというか、流すような計画じゃないんやっ

たら、農業に関係ないでしょうけど、もし農業排水に流れる

んであれば、そのへんはどうなるのかっていうのも、何の説

明もないので、ここでぽんとこう言わへんでも、何も答え出

ないんじゃないんですか。
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（事務局）

（会長）

（会長）

（●委員）

（会長）

（申請者事務

局）

（●委員）

おっしゃるとおりだと思いますので、その農業排水は今後

どうなっていくのか等について、追加の説明を求めたいと思

いますので、また入室のほうをよろしくお願いいたします。

それでは、今、意見を頂戴をしましたので、再度説明に入

室をしていただきました。これがまた、そのへんのところら

へんを説明を頂戴をしますので、皆さん方からいろんなです

ね、これは難しいんじゃないかとかいうようなご意見があれ

ば頂戴をしていきたいと思います。忌憚のない意見を出して

もらったらいいというふうに思います。どうぞよろしくお願

いいたします。

（説明者 午後２時０３分 入室）

再度ですけど、入室をしていただきました。そのあとです

ね、今、委員の皆さん方からいろいろと質問が出たんですけ

ども、まず排水の問題ですね、いかがなものかというような

ご意見もございましたし。

農業に対しての影響はどのようなものになるかいうことを

聞きたい。

農業に対する排水、そのへんのところはどうなんかと。我

々は農業委員会ですので、周辺農地に対する影響という問題

が一番気にするところでございますので、そのへんのところ

をですね、説明を願えたらというふうに思います。

ご質問ありがとうございます。周辺の農地への影響につき

ましては、今、隣接する２期の開発区域から流れている水の

流れを止めないように、しっかり排水ルートは計画を確保し

ていきたいと思っております。

その水はどこに流れるんやと聞いてはる。古川に流れるん

やったら、農業排水には影響あるで。
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（●●●●●）

（新市街地整

備課）

（会長）

（●委員）

（新市街地整

備課）

大内川とか。大内川やと排水が追いつかへん、あの狭い川

では。それでなくても昔にいっぺん水が止まってもうて。上

流の水をせき止めたさかいに。

すみません、新市街地整備課の三上でございます。よろし

いでしょうか。説明の中でも先ほど大林さんからもあったん

ですけも、農地が宅地化されるということでですね、雨が降

ったものがですね、農地のほうに浸透していかないので、よ

り多く水路のほうに水が出てくるということになります。当

然巨椋池と協議をさせていただいて、巨椋池の水路に影響し

ないように、溢水、溢れることがないようにというふうなご

指導をいただいてます。今回、調整池を設けると、かなりの

大きな容量の調整池を設けます。説明が重複して大変恐縮で

はあるんですけれども、一旦降った雨はこの調整池でしっか

りと受け止めて、そして下流の水路が溢れないような範囲の

中で流量を調整しながら雨水を流していくと、というのを巨

椋池としっかりと協議をした上で流出する量も、調整池の大

きさも決めておりますので、そこは何度も言いますけども、

巨椋池さんと協議をした上で、下流の農地に影響が出ないよ

うな対策を講じております。工事もそれに基づいてやってい

くということでございます。

はい、どうです、排水のほうは。

今現在、各地でそういうのがオーバーしとるように思うん

です。それが起きた時に、周りの影響はどうなるの。多分、

今の調整池だけやったら、これもたんと思う、この現在の状

況は。これが溢れないように調整してるって言うけども、で

きてへんと思うで。こんなくらいのやったら、あそこの面積

大きいで。第２期までいったら相当あるで。

ありがとうございます。第２期の話も出ましたので、第２

期は第２期で当然必要な調整池を設けていくということはひ

とつございます。それに加えましてですね、久御山町として、
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（新市街地整

備課）

（●委員）

（新市街地整

備課）

（●●委員）

（会長）

（●●●●委

員）

今回、区画整理では、農地を宅地化することによって増える

水のほうを抑制するための調整池は、区画整理の組合側で築

造いたしますけれども、ただ今ご指摘いただいたように、一

時、非常に大きな雨が降るというような大きな課題にはなっ

てる中で、今回、区画整理のこの区域の中で、町としてです

ね、雨水の貯留管、調整池のようなものなんですけども、そ

れを築造することによって対策をすると。これが今、前兆的

に雨水対策は進めています。ちょうど今、中央公園でも雨水

の調整池を町が作っておりますけども、それと同じような機

能を持ったものを区画整理の組合で作るものとは別に本区域

で町は作っていこうというふうに計画はしておりますので、

そういう形で内水排除の対策を講じていくという計画を町と

して行っております。

それを作るために、また久御山町の税金使うの。

僕が先ほど申し上げたのは、町が作る調整池の部分につい

ては、国費、国の補助金をしっかりと活用しながら町の施策

として公費を入れながら築造していくということになりま

す。

どれくらいのね、雨量の想定をしてはるのかわからへんね

んけども、今、どこであってもそれを突破してね、ごっつい

事故起こってるとか、そのへんを慎重にしないと。先ほども

言っておられたけど、１号計画も２号の計画のやつも誰もわ

からんと。その実態もどうなってるかわからへんし、今やっ

たら農地の百姓がやってはる農地が全部作らないようにし

て、開発してやっていこかと、それはあんまり広げるのもち

ょっと問題があるんじゃないかと私は思いますけどね。

そのほか、何かございますか。はい、●●●●委員。

一点だけ確認ですけども、今の話聞いてると、施工するに

は調整池が先に施工されるんやね。
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（申請者事務

局）

（●●●●委

員）

（申請者事務

局）

（会長）

（●●●●委

員）

（会長）

（●委員）

（申請者事務

局）

そうです。まずは、雨をそのまま流すわけにはいかないの

で、必ず貯留させてから流すようにします。本設の調整池が

できるまで時間がかかるので、それまでは仮設沈砂池という

形で、工事中は本体の調整池とは別のところに、４箇所くら

い一時的に水を溜めるところを作って、そこから同じく１回

溜めて、ちょろちょろちょろっと流していくと。都市下水道

に負担かからないようにするというやり方になります。仮設

を先に作って、本設ができるのを待って、本設ができあがっ

たら仮設を撤去するというやり方ですね。

今の、仮設で対応できるっていう解釈でいいのかな。

そうです。それだけのものを作ります、仮設で。

●●●●委員、よろしいですか。

結構です。

そのほか先ほどね、道路の計画がですね、少し狭いんじゃ

ないかと。道路計画についてもう少し説明をお願いしたいと

思いますし、それから併せてですね、今日は１期の話なんで

すけど、２期もやっぱり、もうすぐに施行されるように聞い

てるんですけども、そのへんも併せて少し説明を願えたらと

いうふうに思いますが。

業者の入ってくるところの道もそうやし、搬入先の。どこ

から搬入するんやとか、何も聞いてない。東角小学校の前と

か通るんやったら、これちょっと難しい。

基本的に工事車両はこちらの図面で言うと、第二京阪道路

まで抜けていくと。大林組の機材センターの前の道路からと
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（申請者事務

局）

（●●●●●）

（申請者事務

局）

（●委員）

（認可申請者

事務局）

（●●委員）

（新市街地整

備課）

（●委員）

（認可申請者

事務局）

（新市街地整

備課）

考えております。

大林からまっすぐやろ。

第二京阪道路から入って、大林組の今の。

●●さんがへこんでくれたらすぐできるで。

実は契約は済んでいるんですけども。工事の時期に併せて

拡幅したいと思いますけど、可能であれば。

出るのはずっとここから。

基本的にイン、アウトとも使おうと思っております。

左側の線、黒いのは２期のときの道やな、これ。

２期の前も一部通っていますが、現状、車道の幅員として

はありますので。

第１期、第２期ともですね、土地計画道路という形でです

ね、１４メートルの道路に拡幅するというところは、第２期

の西側の大林組の機材センターの少し東側といいますかね、

その部分まであります。それより西、第二京阪までは用地買

収保障という形で広げていくというかたちになっておりま

す。第２期のスケジュールといいますか、こちらの動きも少

し補足でお伝えさせていただきたいんですけども、第１期整

備地区と第２期整備地区でですね、第１期整備地区は先行し

て動いているんですけども、ほぼですね、第２期地区整備地

区のスケジュールが追いついてきているというような状況に

なっておりまして、今後の動きとしましては、第１期と第２
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（新市街地整

備課）

（会長）

（●●委員）

（会長）

（●委員）

（会長）

期、ほぼ同じような作業内容といいますか、スケジュールで

動いていくというかたちになっております。第１期、第２期

ともにですね、この区域の地権者の方々には営農していただ

ける期間というのをですね、来年の１２月末まで、来年いっ

ぱいまでというような形で今現在、アナウンスをさせていた

だいているところで、それ以降は本組合の設立であったりで

すね、工事に入るような段取りをしていくような流れになっ

ております。

そのほかどうです、今、１期と２期と。はい、●●委員。

私は●●なんですけども、●●さんと私はちょっと内容的

にわかるんですけれども、ほとんど他地区の人は初めて見た

書類やと思うんですわ。それで、今、この場で意見をして、

異議なしいうこと自体が、進め方自体がまずいなという感じ

で思ってるんですけども。もうちょっと、勉強会みたいな感

じで、我々もしないかんのとちがうんかなと思いますけどね。

今、●●委員からですね、意見があったのはごもっともと

いうふうに思うんですね、初めて聞いてなかなかわかりにく

い部分があるんですけども、言えって言ってもなかなかね、

言えない部分があるかというふうに思うんですけども。

農業委員会はたぶんあかんとは言わへんで。久御山町がや

ってんねんから。一生懸命やってるんやから、オッケイは出

すけど。ただやり方自体が、どう動いてるのか全くわからへ

ん、ほとんどわかってへんと思う。私らは５年前からちょっ

と嚙んでたからわかってるけど。御牧地区の人はたぶんちん

ぷんかんぷんやと思うで。道もわからへん。大林さんがどこ

にあって、それくらいはわかるやろうけど、細かい道なんか

わからへんと思う。私らは田んぼまわってるからね、こうや

って、農業委員やからまわってるからだいたいはわかるけど。

そのほか何か、意見等ございますか。



- 21 -

（●委員）

（会長）

（新市街地整

備課）

（会長）

（新市街地整

備課）

（会長）

農業委員会としては賛成してるけど。

もう少しですね、勉強会をしてからというような内容もご

ざいましたけれども、皆さんにもう少し説明する期間があっ

たらなと思ったりするんですけども。少し唐突に出てきたよ

うな議案だというように思いますが。いかがでしょう、その

ほか何かご意見等ございますか。よろしいですか。

本日ですね、農業委員会の皆さまにかけさせていただいた

のがですね、これから地権者の方々に同意書をいただいてる

作業をしておりまして、京都府への認可申請の事前協議に入

っていくという段階になっております。関係機関の調整とい

うことで、京都府の都市計画課からも指導をいただいてると

いうことで、一旦、今回こういうような形で事業の説明をさ

せていただいたという形で、経過報告をさせていただきたい

なと思っております。また今後ですね、事業を進める中で農

地転用の届出であったりですね、そういった機会等もありま

すので、それまでにはまた別で詳細のご説明と言いますか、

させていただくような流れで、させていただけたらと思いま

す。

意見なしというのは、急ぐんじゃないですか。

特段何か、例えば事業自体のですね、意見という形で問題

ないという形のご認識をいただければ、その旨京都府にご説

明を我々としてもしやすいと形ではあるんですけども。

委員の皆さん方のですね、これから勉強をする会というか、

今後また事務局がいろいろ説明願うということで、本日の議

案として提案しておりますので、本日は保留という形で進め

たいと思うんですが、いかがでしょう。

よろしいですか。一応、本日は議案として提案してますの

で。
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（●委員）

（会長）

（新市街地整

備課）

（●委員）

（会長）

（●委員）

（事務局）

議案として書いてあるからちょっと。説明やったらいいね

んけど、議案としてあがってあるから、ええか悪いか判断し

なあかんさかいに。

議案ということでですのでね。意見なしとするかどうかと

いうことでございますので、本日は保留ということにしたい

と思いますが、よろしいですか。委員の皆さん、それでよろ

しいですか。

例えばですね、もう少しこの場で事業の掘り下げをさせて

いただいて、議論の進展が。

だから、農業委員会としては進めるのはオッケイやと。た

だ、意見にして言えって言ったって言えへん。進めることは

オッケイやねん。京都府に出すとか出さんとか、それはオッ

ケイや。出してほしい、早くやってほしい。

とりあえず、議案として本日提案してますので、議案とし

ては本日保留をしたいと思います。よろしいですか。

保留したら出せへんで。

事務局からご提案ではあるんですけども、例えばですね、

意見なしとかありとかいうことではなくて、この事業自体進

めることは構わないけれども、今後ですね、この事業進める

にあたって説明等をしていただいて、農業委員会とみなくる

タウンの事務局さんと連携をしていく、そのような、ちょっ

と日本語が下手くそで申し訳ないんですが、そういうふうな

意見ですね、事業を進めるのは問題ないけれども、今後詳細

であったりとか、そういうふうな情報共有をお願いしますと

いうような意見を委員会として出すというのも、１つの手か

なと思ったりいたします。
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（会長）

（●委員）

（●●委員）

（●委員）

（会長）

（●委員）

今、事務局のほうからですね、提案がございましたけれど

も、委員の皆さんどうです、今、事務局からの提案に対して。

この事業自体は町としてですね、大きな目玉で進めなあかん

というようなこともございますし、そう言ってもですね、今

日意見出せというのは言えへんというようなことでございま

すので、苦肉の策として、今、事務局のほうから提案がござ

いましたけども。

農業委員会として進めることにはオッケイやということを

言っておいたらいい。ただ、事業がどうとかこうとかは言っ

てない。進めるのはオッケイやと。

準備が悪いわ。下準備。もうちょっとわかるようにやって

くれないと。皆さんが納得できるところがない。

だから、都合がいいのは、オッケイか、オッケイちがうか

ってことを。こんな説明をやいやい言わんと。これを進めて

いくことに対して、どうですかって言ったら、オッケイです

って言ったらいい。

●委員のほうから提案がございましたが、先ほども申しま

したように、町としての大きなプロジェクトの事業でもござ

いますので、農業委員会としてもですね、この事業は進めて

もらいたいというふうには思います。そんな立場の中でです

ね、今、●委員のほうから意見がございましたけども、保留

するんじゃなしに、そのような形でですね、意見としてすれ

ばどうかというな意見がございましたが。

よろしいですか、意見はございませんか。

事業は進めていかなあかんと思うで。５年も前から計画立

てて一生懸命やってくれてはるねん。だから、それは進めて

いくには農業委員会そりゃ、反対はできひん。
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（●●●●委

員）

（事務局）

（会長）

（会長）

（会長）

事務局それでええのか。

事務局としましても、この事業を進めることには異議がな

いと。また今後ですね、詳細等が決まったら随時、農業委員

会に情報をくださいというような趣旨の意見を出していただ

けるんであれば、一番良い形なのではないかなと思っており

ます。

今、事務局のほうから最終的な提案がございました。その

ような形でよろしゅうございますか。

（結構ですという声）

よろしいですか。ということで、そのような形でですね、

今後、意見なしというんじゃなしに、そういうな形の意見を

付けて、この整備の申請者に回答したいというように思いま

すが、よろしいですか。

それでは、皆さんの賛同を得ましたので、そういうことで

ですね、今後、進めていきたいというふうに思います。

（説明者 午後２時２５分 退席）

（●●委員 午後２時２６分 入室）

●●委員にはほぼ１時間ほどお待ちを願いましたけども、

それだけ議論があったということでご理解をお願いいたした

いと思います。

それではですね、議案のほうを進めてまいります。議案第

２号農地法第３条の規定による許可申請について、３条許可

を議題といたします。



- 25 -

（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

まず、議案第２号の案件について、現地調査及び地域計画

に支障がないかの報告を調査委員、よろしくお願いをいたし

ます。

議案第２号受付番号３０から受付番号３２の案件につきま

して、報告させていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第２号受付番号３０の案件について、まず

事務局より説明を願います。

議案第２号受付番号３０につきましては、議案書２ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたし

ました農地法第３条調書につきましては、議案書３ページを

ご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の３

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第２号受付番号３０について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第２号受付番号３０を許可

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号受付番号３１の案件について、事

務局より説明を願います。
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（事務局）

（会長）

（●●委員）

（会長）

（●●●●委

員）

（会長）

（●●●●委

員）

議案第２号受付番号３１につきましては、議案書４ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

なお、こちらの案件は譲受人が法人さんでございますので、

現地調査の際に農地所有適格法人の要件を満たしているかの

事前審査も併せて実施していただいておるところでございま

す。内容につきましては、議案書５ページをご覧ください

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたし

ました農地法第３条調書については、議案書６ページをご覧

ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真４ペ

ージをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

続きまして、農地所有適格法人に係る事前審査の報告を調

査委員からよろしくお願いします。

農地所有適格法人に係る事前審査の報告をさせていただき

ます。

当該法人については、農地所有適格法人の要件である法人

形態、事業内容、売上高、議決権、役員のすべての要件につ

いて、満たしているものと思われます。

議案第２号受付番号３１の案件について、ご意見ご質問は

ございませんか。よろしいですか。

すみません。

はい、●●●●委員。

地元委員ということで、現地調査させてもらったんですけ

ども、この議案書では、●●●●●の営農の拡大ってなって

ますけども、この地図見てもらってもわかりますように、道
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（●●●●委

員）

（事務局）

路に面していて、三角地、面積小さい、なおかつ周囲から１

メートルほど地上げした土地で、ここで営農っていうのはち

ょっと考えられへんような気がするんですけども、そのへん

事務局として何か●●●●●から話されてるんやったら聞か

せていただきたいと思います。

●●●●委員がおっしゃるようにですね、今回の申請地に

つきましては、●●●が通った際にできた小さな三角地、東

西に分かれた三角地となっておるようなところでございま

す。また、これまでも草のほうが毎年のように生えておりま

して、耕作をされているところを見たことのないくらい荒れ

ているような農地ではありました。写真にも少し映っており

ますが、ごみであったりとかを捨てておられたりしますので、

確かにおっしゃるように耕作のしにくい土地であることは間

違いないかなと思います。今回、この申請にあたりまして、

●●●●●●●●●さんのほうから聞いておりますのは、特

に東側の三角地につきましては、隣の農地も将来的に取得を

して、併せて広い土地、だいたいそれを足しますと１反を超

えるくらいの大きさになるみたいなんですが、そういったと

ころで一体的に使って、ネギの耕作ができたらなというふう

な計画をされておるとことでございます。そういうふうな計

画を出されておりますので、議案書のほうにつきましては、

営農の拡大というような記載をさせていただいております。

事務局といたしましては、今後ですね、この●●●●●さん

が３条による農地の取得をする際に審査をするわけですけれ

ども、現在持っている農地を全て適正に管理していなければ

ならないという要件がありまして、今回、この耕作のしにく

い土地を取得されますけれども、こちらの農地につきまして

も耕作をするか、もしくは少なくとも保全管理をしていない

と今後ですね、農地を買えないというふうな縛りもでてくる

ような形になります。ですので、事務局としましては、今現

在の所有者さんが所有されておるよりも、新たな取得先であ

りますこの●●●●●さんが取得されたほうが、農地の適正

な管理に資するものではなかろうかというふうに考えておる
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（事務局）

（会長）

（●●●●委

員）

（事務局）

（会長）

（事務局）

ところでございます。以上でございます。

●●●●委員どうです、何かありますか。

もうこれ以上ないんやけども、それで事務局のほうが●●

●●●さんと話ができてるんやったら、今後それで管理、監

視、お願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

そのほか、何かございますでしょうか。よろしいですか。

そのほか特にご意見ご質問もないようでございますので、採

決に入ります。

議案第２号受付番号３１を許可することに賛成の農業委員

さんの挙手をお願いいたします。

多数か、全員か、全員やね。全員挙手。よって、許可する

ことに決定をいたします。

続きまして、議案第２号受付番号３２の案件について、ま

ず事務局より説明を願います。

議案第２号受付番号３２につきましては、議案書７ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたし

ました農地法第３条調書につきましては、議案書８ページを

ご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の５

ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

（●委員 午後２時３２分 退席）
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（会長）

（●●●●●

委員）

（会長）

（事務局）

議案第２号受付番号３２について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

生前贈与の案件ですけど、よろしゅうございますか。特に

ご意見ご質問もないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第２号受付番号３２を許可

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号農地法第４条第１項の規定による

（一時転用）許可申請に対する意見についてを議題といたし

ます。

まず、議案第３号の案件について、現地調査の報告を調査

委員からよろしくお願いをいたします。

議案第３号受付番号２の案件につきまして、報告させてい

ただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

それでは、議案第３号受付番号２について、事務局より説

明を願います。

（●委員 午後２時３４分 入室）

議案第３号受付番号２につきましては、議案書９ページを

ご覧ください。こちらの案件は、毎年同じ内容で一時転用を

されている案件でございます。いちごを栽培しているハウス

で観光農園を行うため、開催期間中のみハウス前のスペース

を客用駐車場として利用するというものでございます。

なお、観光農園の営業計画書をご提出いただき、客用駐車

場としての利用が一時的であることや、利用目的に必要最小

限の面積であることを確認しておるところでございます。ま

た、繁忙期など来客数が増えると思われる時にも、農道に停

車車両が並ぶようなことがないよう交通誘導するとお聞きし
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（事務局）

（会長）

（会長）

（●●●●●

委員）

ておるところでございます。

また農地法第４条第１項の規定による許可申請書に係る意

見書案については、議案書次のページの１０ページから１２

ページをご覧ください。１２ページ下部には、許可の基準と

なります運用通知の抜粋をお付けしておるところでございま

す。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の６

ページと７ページをご覧ください。６ページが写真で７ペー

ジが土地利用計画図となっておるところでございます。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２について、ご意見ご質問はございま

せんか。

一時転用の案件ですけど、よろしいですか。特にご意見ご

質問ないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号２を許可相

当とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたしま

す。

全員挙手。よって、許可相当として京都府に進達をします。

それでは、続きまして、議案第４号農地法第５条第１項の

規定による許可申請に対する意見について、５条許可を議題

といたします。

（●●●●委員 午後２時３６分 退席）

まず、議案第４号の案件について、現地調査の報告を調査

委員さんからよろしくお願いをいたします。

議案第４号受付番号２の案件につきまして、報告をさせて

いただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。
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（会長）

（事務局）

（会長）

続きまして、議案第４号受付番号２について、事務局より

説明を願います。

議案第４号受付番号２につきましては、議案書１３ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

農地法第５条第１項の規定による許可申請書に係る意見書

案につきましては、議案書１４ページから１６ページをご覧

ください。１４ページの真ん中より少し下にございますとお

り、●●●●●と●●●●●●がおおむね５００メートル以

内にあり、前面道路に水道管、下水管が埋設されております

ので、この農地は第３種農地の要件を満たしているものと思

われます。１６ページ下部には、許可の基準となります運用

通知の抜粋をお付けしています。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真８ページ

と９ページをご覧ください。９ページにつきましては、土地

利用計画図となっておるところでございます。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号２の説明が終わりましたが、この案件

について、ご意見ご質問はございませんか。

いかがでしょう、よろしいですか。特にご意見ご質問もな

いようでございますので、採決に入ります。

議案第４号受付番号２を許可相当とすることに賛成の農業

委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可相当として京都府に進達をいたし

ます。

続きまして、議案第５号相続税の納税猶予に関する適格者

証明願について、納税猶予（入口）の案件でございますが、

を議題といたします。

まず、議案第５号の案件について、現地調査の報告を調査

委員からよろしくお願いをいたします。
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（●●●●●

委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

議案第５号受付番号６の案件につきまして、報告させてい

ただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

それでは、議案第５号受付番号６について、事務局より説

明を願います。

議案第５号受付番号６につきましては、議案書１７ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。

また、相続人の農業経営の状況等及び相続税納税猶予（入

口）調書につきましては、議案書１８ぺージをご覧ください。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１０ペ

ージをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第５号受付番号６について、この案件について、何か

ご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第５号受付番号６について、相続税の納税猶予に関す

る適格者証明願の該当地が適正に管理されており適格者と判

断することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたしま

す。

全員挙手。よって、適正に管理されており適格者であると

証明をいたします。

続きまして、議案第６号に入ります。農用地利用集積等促

進計画に係る要請について、貸借権設定を議題といたします。

まず、議案第６号の案件について、現地調査及び地域計画

に支障がないかの報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します。
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（●●委員）

（会長）

（事務局）

（事務局）

（会長）

議案第６号受付番号４１から受付番号４６の案件につきま

して、報告させていただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

それでは、議案第６号受付番号４１から受付番号４３につ

いては、借り手が同じ方ですので、まとめて審議をします。

まず事務局から説明を願います。

議案第６号受付番号４１につきましては、議案書１９ペー

ジをご覧ください。

次に、議案第６号受付番号４２につきましては、議案書次

のページの２０ページをご覧ください。

最後に、議案第６号受付番号４３につきましては、次のペ

ージの議案書２１ページをご覧ください。内容につきまして

は、記載のとおりとなっておるところでございます。

権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地中間管

理事業の推進に関する法律第１８条調書につきましては、議

案書２２ページをご覧ください。

（●●●●委員 午後２時４２分 入室）

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

１ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第６号受付番号４１から受付番号４３について、ご意

見ご質問等はございませんか。

よろしいですか、３件ありますけども、よろしいですか。

特にご意見ご質問ないようでございますので、採決に入りま

す。

議案第６号受付番号４１から受付番号４３について、要請

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

続きまして、議案第６号受付番号４４について、事務局よ

り説明を願います。

（●●●●●委員 午後２時４４分 退席）

議案第６号受付番号４４につきましては、議案書２３ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでご

ざいます。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきまして

は、議案書２４ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真１２

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第６号受付番号４４について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

いかがでしょう、よろしいですか。特にご意見ご質問もな

いようでございますので、採決に入ります。

議案第６号受付番号４４について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をします。

続きまして、議案第６号受付番号４５について、事務局よ

り説明を願います。

議案第６号受付番号４５につきましては、議案書２５ペー

ジをご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとな

っております。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書については、

議案書２６ページをご覧ください。



- 35 -

（事務局）

（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

なお、こちらの案件につきましては譲受人が新規就農者で

ございますので、現地調査の際に本人さんに来ていただきま

して、現地調査委員によるヒアリング調査を実施していただ

きました。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

３ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

（●●●●●●委員 午後２時４５分 入室）

それでは、新規就農者に対するヒアリング調査の報告をま

ず調査委員からよろしくお願いをいたします。

新規就農者に係る事前ヒアリング調査の報告をさせていた

だきます。

営農計画をもとに借人に対してヒアリング調査を行った結

果、特に問題はないと思われます。

議案第６号受付番号４５について、ご意見ご質問はござい

ませんか。

いかがでしょう、よろしいですか。特にご意見ご質問もな

いようですので、採決に入ります。

議案第６号受付番号４５について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をします。

続きまして、議案第６号受付番号４６について、報告第２

号農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解約の通知に

ついて、受付番号２と関連する内容ですので、まとめて審議

をします。まず事務局より説明を願います。

議案第６号受付番号４６について説明をさせていただく前

に、関連する内容といたしまして、報告第２号農地法第１８
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（事務局）

（会長）

条第６項による賃貸借契約合意解約の通知についてを先に報

告させていただこうと思います。

報告第２号受付番号２につきましては、議案書飛びまして

３２ページでございます。内容につきましては、記載のとお

りとなっておりまして、同時解約をなされるという案件でご

ざいます。下から２つ目に書いてありますとおり、解約後に

は、●●●●●●●●●●●●●に貸借がされるというよう

な解約内容でございます。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

４ページをご覧ください。

本件につきましては、令和７年１０月２７日付けで会長専

決をさせていただき、届出の受理をさせていただきましたこ

とを申し添えておきます。

改めまして、議案第６号受付番号４６につきまして、議案

書戻りまして２７ページをご覧ください。内容につきまして

は記載のとおりとなっております。

権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地中間管

理事業の推進に関する法律第１８条調書につきましては、議

案書２８ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真、先

ほどと同じ１４ページでございます。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第６号受付番号４６及び報告第２号受付番号２につい

て、ご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問ないようですので、採

決に入ります。

議案第６号受付番号４６について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第７号に入ります。農用地利用集積等促

進計画に係る要請について、所有権移転の案件を議題としま
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

す。

まず、議案第７号の案件について、現地調査及び地域計画

に支障がないかの報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します。

議案第７号受付番号４の案件につきまして、報告させてい

ただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

それでは、議案第７号受付番号４について、事務局より説

明を願います。

議案第７号受付番号４につきましては、議案書２９ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。

所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等及び農地中間

管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきましては、

議案書３０ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

５ページをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第７号受付番号４について、ご意見ご質問はございま

せんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問ないようでございます

ので、採決に入ります。

議案第７号受付番号４について、要請することに賛成の農

業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

本日の審議については、これで終わりたいと思います。こ

れより報告案件に入ります。
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（会長）

（事務局）

（会長）

まず報告第１号農地形状変更事業について、受付番号１に

ついて、事務局より報告願います。

報告第１号受付番号１につきましては、議案書３１ページ

をご覧ください。内容については記載のとおりとなっており

ます。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真１６

ページをご覧ください。

本件については、令和７年９月２９日付けで会長専決をい

たしまして、届出者に対して承認書を発行しましたことを申

し添えておきます。

会長よろしくお願いします。

ただ今、報告第１号受付番号１の報告がございましたが、

何かご意見等ございますでしょうか。

よろしいですか。特にご意見等がないようですので、これ

で終わりたいと思います。

それでは、報告第２号は審議と併せて先ほど報告がありま

したので、本日予定しておりました審議と報告は全て終わり

たいと思います。

―――――――――――― 午後２時５１分 終了 ――――――――――――


